
年金記録訂正請求に係る答申について 
関東信越地方年金記録訂正審議会 

（神奈川県担当部会） 

令和８年３月 25日答申分 

  ○答申の概要 

     年金記録の訂正を不要としたもの         ３件 

        国 民 年 金 関 係      １件 

        厚生年金保険関係      ２件 



   

 

厚生局受付番号 ： 関東信越（神奈川）（受）第 2500410号 

厚生局事案番号 ： 関東信越（神奈川）（国）第 2500018号 

 

第１ 結論 

昭和 60 年＊月から平成元年３月までの請求期間については、国民年金保険料を納付した期

間に訂正することを認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

 氏 名 ： 女 

 基礎年金番号  ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

 住 所 ：  

  

２ 請求内容の要旨 

 請 求 期 間 ： 昭和 60年＊月から平成元年３月まで 

私が 20 歳に達したとき、大学生であったが、両親が私の国民年金の加入手続を行い、国民

年金保険料の納付を開始した。両親からは、「学生の間は納付しなくてもよいが、60 歳になっ

た時に満額の国民年金を受給できるよう親が払っておく。大学卒業後は、自分で払うように。」

と言われていた。私の国民年金の被保険者資格取得日が平成元年４月１日となっており、請求

期間の国民年金の記録が未加入による未納となっていることは納得できないので、調査の上、

記録を訂正し、年金額に反映してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

請求者は、自身が 20 歳に達したとき、両親が国民年金の加入手続を行い、請求期間の国民

年金保険料を納付したと主張しているところ、国民年金の加入手続及び保険料の納付を行った

とする両親は既に亡くなっており、証言を得ることができない上、請求者は、これらに直接関

与していないことから、請求者の当該期間に係る国民年金の加入手続及び保険料納付の状況が

不明である。 

また、請求者の国民年金手帳記号番号（＊）は、Ａ社会保険事務所（当時）からＢ県Ｃ郡Ｄ

町（現在は、Ｅ市）へ払い出された番号の一つであり、オンライン記録によると、平成元年４

月１日を国民年金の被保険者資格取得日とする入力が平成２年３月 13 日付けで処理され、上

記手帳記号番号の前後の番号が付与された被保険者の資格記録等からも同年３月頃に加入手

続が行われたものと推認でき、請求者が 20 歳に達したときに請求者の両親が加入手続を行っ

たと主張する時期と相違している。 

さらに、オンライン記録によると、平成元年４月１日よりも前に国民年金に加入した記録は

確認できないことから、請求者は、請求期間において国民年金に未加入であり、制度上、当該

期間に係る国民年金保険料を納付することはできない。 



加えて、請求者は、請求期間において、大学生であったと陳述していることから、請求期間

当時、請求者は国民年金の任意加入対象者に該当するところ、任意加入対象者については、制

度上、任意加入の申出を行った日に被保険者資格を取得するものとされていることから、前述

の推認できる加入手続時期（平成２年３月頃）において、請求期間に遡って被保険者資格を取

得することはできない。 

また、請求者の主張のとおり、請求期間の国民年金保険料を納付するには、請求者に前述の

国民年金手帳記号番号のほかに、請求期間当時において別の国民年金手帳記号番号が払い出さ

れている必要があるが、社会保険オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番

号払出簿検索システムによる調査を行ったものの、請求者に別の国民年金手帳記号番号が払い

出されていた形跡は見当たらない。 

さらに、請求者が請求期間当時に住民登録していたとするＦ県Ｇ郡Ｈ町は、保存期間経過の

ため当該期間当時の国民年金に関する届出及び国民年金保険料の納付状況を確認できる資料

は保管していない旨回答している。 

そのほか、請求者が請求期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）はなく、当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たら

ない。 

これら請求内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、請求者が

請求期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



 

       

厚生局受付番号 ： 関東信越（神奈川）（受）第 2500416号 

厚生局事案番号 ： 関東信越（神奈川）（厚）第 2500031号 

  

第１ 結論 

  請求期間について、請求者のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の取得年月日及び喪失

年月日の訂正を認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

  氏 名 ： 男 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

  住 所 ：  

            

２ 請求内容の要旨 

  請 求 期 間 ： 平成 11年９月１日から平成 15年４月１日まで 

請求期間において、Ａ社に運転手として勤務しており、同社から健康保険証を受け取った記

憶があるが、厚生年金保険の記録では、当該期間に係る被保険者記録がない。 

調査の上、請求期間を厚生年金保険の被保険者期間として記録を訂正し、年金額に反映して

ほしい。 

 

第３ 判断の理由 

  請求者は、請求期間において、Ａ社に運転手として勤務していたと主張しているところ、請

求期間当時、同社で給与計算及び社会保険の事務を担当していたとする者（以下「元事務担当

者」という。）及び元同僚の回答により、請求者は正社員として請求期間の大半において、同社

に勤務していたことが認められる。 

  しかしながら、オンライン記録によると、Ａ社は、平成 15年４月 30日に厚生年金保険の適

用事業所ではなくなっており、事業主も既に亡くなっている上、商業登記簿謄本によると、同

社は平成 15 年６月＊日にＢ裁判所の破産宣告を受けていることが確認でき、元取締役は、当

時の資料は保管しておらず、請求者の請求期間に係る厚生年金保険料を給与から控除したか否

かは不明と回答していることに加えて、請求者は当該期間に係る給与明細書等の資料を所持し

ていないことから、請求者の当該期間に係る厚生年金保険料の控除について確認することがで

きない。 

また、元事務担当者は、本人の希望により社会保険に加入しない従業員もいた旨回答してい

るところ、オンライン記録によると、請求者が自身と同じ頃にＡ社に勤務していたとして姓を

挙げた元同僚のうち、複数の者については、同社に係る厚生年金保険の被保険者記録が確認で

きないことから、同社では請求期間当時、必ずしも従業員全員を厚生年金保険に加入させる取

扱いではなかったことがうかがえる。 



さらに、請求者は、Ａ社で健康保険証を受け取ったと記憶していると主張しているものの、

請求者が居住しているＣ市は、請求者について、請求期間を含む平成２年７月１日から平成 17

年４月２日までの期間に係る国民健康保険の加入歴が確認できる旨回答している。 

このほか、請求者の請求期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及

び周辺事情はない。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者が厚生年金

保険被保険者として請求期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことを認めることはできない。 

 



 

       

厚生局受付番号 ： 関東信越（神奈川）（受）第 2500444号 

厚生局事案番号 ： 関東信越（神奈川）（厚）第 2500032号 

 

第１ 結論 

請求期間①について、請求者のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の取得年月日及び種

別の訂正を認めることはできない。 

請求期間②について、請求者のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月額及び厚生年金保険

被保険者資格の種別の訂正を認めることはできない。 

請求期間③について、請求者のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の喪失年月日及び種

別の訂正を認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

  氏 名 ： 男 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 46年生 

  住 所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

  請 求 期 間 ： ① 平成 22年 11月初旬から平成 24年 10月１日まで 

② 平成 24年 10月１日から平成 25年２月１日まで 

③ 平成 25年２月１日から同年８月１日まで 

請求期間①について、私は、平成 22年 11月初旬にＡ社に入社したが、厚生年金保険被保険

者資格の取得年月日は、平成 24年 10月１日になっているので、平成 22年 11月初旬に取得年

月日を訂正するとともに、当該期間において、厚生年金基金に加入していた場合は、併せて記

録を訂正し、年金額に反映してほしい。 

請求期間②について、私は、請求期間①から継続してＡ社に勤務し、給与天引きにより厚生

年金保険料を負担していた（差し引かれていた。）。私が給与天引きにより負担し正しく反映さ

れるべき厚生年金保険の被保険者記録となっているか調査し、正しく反映されていない場合は、

被保険者記録を訂正するとともに、請求期間②において、厚生年金基金に加入していた場合は、

併せて記録を訂正し、年金額に反映してほしい。 

請求期間③について、私は、平成 25年７月 31日にＡ社を退社したが、厚生年金保険被保険

者資格の喪失年月日は、同年２月１日になっているので、同年８月１日に喪失年月日を訂正す

るとともに、当該期間において、厚生年金基金に加入していた場合は、併せて記録を訂正し、

年金額に反映してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

１ 請求期間①及び③について、請求者から提出されたＡ社が発行した退職証明書（写）及び同



  

社の事業主（以下「事業主」という。）の回答により、請求者は、平成 22年 12月 10日から平

成 25年７月 31日までの期間において、同社に勤務していたことが確認できる。 

  一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「厚生年金特

例法」という。）に基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、請求者が請求期間①及び③

において厚生年金保険の被保険者となる要件を満たしていたことに加え、当該期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていた事実が認められることが要件とされてい

るところ、事業主は、請求者に係る賃金台帳等の資料を保管しておらず、請求者の当該期間に

係る勤務時間及び勤務日数並びに厚生年金保険料を給与から控除したか否かは不明である旨

回答していることから、勤務形態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

また、事業主及びＡ社の人材開発部の担当者は、請求者の前述の退職証明書（写）に記載さ

れている勤務期間が厚生年金保険の被保険者期間と相違している理由については資料がない

ため不明であるが、請求者の社員番号から請求者の雇用形態は契約社員であることが確認でき、

契約社員はシフト制で月により稼働時間が異なるため、勤務形態が厚生年金保険の加入要件を

満たさない場合は入社時から被保険者資格を取得しない場合もあり、厚生年金保険の被保険者

資格を取得した契約社員が、実態として、明らかに稼働時間が少ないような場合は、勤務期間

中において被保険者資格を喪失する場合もあったと思われる旨回答及び陳述している。 

さらに、請求者が住民登録しているＢ市は、住民税課税関係資料については証明発行期限が

過ぎており、課税証明書は発行できない旨回答しているため、請求者の請求期間①及び③に係

る報酬月額及び厚生年金保険料の控除額を推認することができない上、請求者から給与明細書

は提出されておらず、請求者から提出された預金通帳（写）の給与振込額のみでは、当該期間

に係る報酬月額及び厚生年金保険料の控除額を推認することができない。 

加えて、Ａ社が加入しているＣ健康保険組合から提出された被保険者名簿によると、請求者

の同健康保険組合に係る資格取得年月日は平成 24 年 10 月１日及び喪失年月日は平成 25 年２

月１日であり、いずれの記録も、厚生年金保険の被保険者記録と一致していることが確認でき

る。 

また、請求者は、Ａ社での就業期間内においては、給与天引きにより厚生年金保険料が支払

われており、私自身の意志及び手続により国民年金には加入していない旨回答しているが、オ

ンライン記録によると、請求者は、請求期間①を含む期間において、国民年金の被保険者であ

り、平成 12年９月から平成 24年６月までの期間は国民年金保険料の申請全額免除期間及び同

年７月から同年９月までの期間は４分の３免除期間であることが確認できるところ、年金事務

所は、請求者に係る平成 23 年度分の（継続審査用）国民年金保険料免除・納付猶予審査処理

票及び平成 24 年度分の国民年金保険料免除・納付猶予申請書を保管しており、そのうち、平

成 24年度分の国民年金保険料免除・納付猶予申請書には、請求者の氏名、免除申請年月日（平

成 24年８月 27日）及び市町村確認欄において前年の社会保険料額は０円であること等が記載

され、国民年金保険料の４分の３免除が承認されていることが確認できる。 

このほか、請求者の請求期間①及び③における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情はない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者が厚生年金



  

保険被保険者として請求期間①及び③に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことを認めることはできない。 

 

 ２ 請求期間②について、請求者は、給与天引きにより負担していた厚生年金保険料が、正しく

厚生年金保険の被保険者記録として反映されているかを調査し、正しく反映されていない場合

は、被保険者記録を訂正してほしいとしている。 

   しかしながら、事業主は、請求者の請求期間②に係る賃金台帳等の資料を保管しておらず、

請求者の当該期間に係る給与からの厚生年金保険料の控除額については不明である旨回答し

ている。 

   また、前述のとおり、Ｂ市は、住民税課税関係資料については証明発行期限が過ぎており、

課税証明書は発行できない旨回答しているため、請求者の請求期間②に係る報酬月額及び厚生

年金保険料の控除額を推認することができない。 

   さらに、請求者から給与明細書は提出されておらず、請求者から提出された預金通帳（写）

の給与振込額のみでは、請求期間②に係る報酬月額及び厚生年金保険料の控除額を推認するこ

とができない。 

   加えて、Ｃ健康保険組合から提出された被保険者名簿によると、請求者の同健康保険組合に

おける請求期間②の標準報酬月額は 15 万円であり、厚生年金保険の被保険者記録と一致して

いることが確認できる。 

   このほか、請求者の請求期間②に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及

び周辺事情はないことから、厚生年金特例法による記録の訂正は認められない。 

 

 ３ 請求期間①から③までについて、請求者は、厚生年金基金に加入していた場合は、併せて記

録を訂正し、年金額に反映してほしいとしている。 

しかしながら、事業主は、Ａ社は厚生年金基金に加入していない旨回答している上、年金事

務所は、同社の厚生年金基金への加入は確認できない旨回答している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求期間①から③

までにおいて請求者が厚生年金基金の加入員であったこと及び厚生年金基金の加入員として

当該期間に係る厚生年金基金掛金を事業主により給与から控除されていたことを認めること

はできない。 


